
【規制日時】

※幅員3.2mを超える車両は通行できません

令和２年６月１日（月）～令和３年２月末まで

【規制内容】

【規制区間】 国道11号高松東バイパス

　　（戸敷南交差点～高速バス乗り場駐車場前交差点）

下り線（高松方面へ）終日片側1車線規制

国道11号（戸敷南交差点～高速バス乗り場駐車場前交差点）において、

舗装修繕工事を行うため、下り線（高松方面）において、片側１車線規制を

実施しますのでお知らせします。

大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願いします。

施 工 者

国土交通省 四国地方整備局 香川河川国道事務所発 注 者

鹿島道路株式会社

TEL 087-821-1561

TEL 087-885-5800

規制区間 延長＝約1km

さぬき三木IC

高松東IC

戸敷南

高速バス乗り場駐車場

：規制区間


